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あきる野市学童クラブ入退室管理システム導入業務に係るプロポーザル実施要領

１ 目的

あきる野市の学童クラブに児童の入退室管理や保護者との連絡機能を有したシステムを導入し、

児童の安全性の向上、保護者の利便性の向上、正確かつ迅速な情報の共有を図り、継続的かつ安全・

安心な学童クラブ運営を行うことを目的とする。

２ 業務の概要

（１） 件名

あきる野市学童クラブ入退室管理システム導入業務委託

（２） 業務内容

あきる野市学童クラブ入会児童の入退室等を管理するシステムの導入及び運用・保守業務

※ 詳細は「あきる野市学童クラブ入退室管理システム導入業務委託 仕様書」を参照のこ

と。

（３） 履行期間

ア システム導入期間 契約締結日の翌日から令和６年３月３１日まで

イ システム稼働期間 令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで

（４） 履行場所

別紙「設置場所一覧」のとおり

（５） 提案限度額

ア システム導入に係る経費

４，０９２，０００円（税込）

イ システム稼働に係る利用料、保守費等（５年間の総額）

１０，５５０，１００円（税込）

※ システム稼働に係る利用料、保守費等については、年度毎の随意契約とし、年度毎に

契約金額を支払うものとする。なお、予算については、各年度の当初予算に計上予定で

ある。

３ プロポーザルの目的

本プロポーザルは、受託候補者を特定するに当たり、価格のみの競争ではなく、事業者の実績、

経験、専門知識、技術力、支援体制、企画力等が受託候補者としての適格性を有しているかを確認

するために行うもので、プロポーザルに参加する事業者が提出する企画提案書等の内容及びヒアリ

ングの状況を評価し、最も高い評価を受けた事業者を受託候補者として特定する。

ただし、参加がない場合又は参加事業者の中に適格者がいないときは、受託候補者を特定しない

場合がある。

４ 実施方式（プロポーザルの方法及び理由）

（１） 選定方法 公募型プロポーザル方式
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（２） 理由

本事業は、児童の安全性の向上、保護者の利便性の向上等を図り、継続的かつ安全・安心

な学童クラブ運営を行うことを目的とする事業であり、事業実施に必要となる適性を有する

事業者を選定する必要があるため。

５ 参加資格

参加資格を有する者は、次の全ての要件を満たしている者とする。また、次のいずれかに該当し

ないこととなった場合は、参加資格を取り消すものとする。

（１） 東京都電子自治体共同運営電子調達サービスを利用して入札参加資格審査申請を行い、

あきる野市における入札参加資格の登録がされていること。

（２） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当する者

でないこと。

（３） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始申立てがなされている者

又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始申立てがなされている

者でないこと。

（４） 令和５年９月２６日（火）から１１月１４日（火）までの間において、あきる野市競争入

札参加有資格者指名停止基準による指名停止措置又はあきる野市契約における暴力団等排

除措置要綱（平成２２年あきる野市通達第３７号）による入札参加資格停止措置を受けてい

ないこと。

（５） 地方公共団体において、過去５年以内に本業務と同種（学童クラブの入退室管理システム

の導入）の受託実績を有し、かつ令和５年４月１日現在、東京都内で本業務と同種の業務を

受託していること。

（６） 東京都内に本社、支社又は営業所があること。

６ スケジュール

７ 申込方法等

本プロポーザルへの参加を希望する者は、参加申込書（様式第１号）等の書類を次のとおり提出

項目 日程

公示（案件公表） 令和５年 ９月２６日（火）

参加申込書の提出期限 令和５年１０月１３日（金）午後５時まで

参加資格審査結果通知 令和５年１０月１６日（月）

質問の受付 令和５年１０月２３日（月）午後５時まで

質問に対する回答期限 令和５年１０月２５日（水）午後５時まで

企画提案書等の提出期限 令和５年１１月 ２日（木）午後５時まで

審査（プレゼンテーション・ヒアリング）の実施 令和５年１１月１４日（火）

審査結果の通知（発送） 令和５年１２月初旬

審査結果の公表 令和５年１２月中旬
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すること。

（１） 提出書類及び提出部数

（２） 提出期限 令和５年１０月１３日（金） 午後５時まで

（３） 提出場所 あきる野市子ども家庭部子ども政策課児童館係

（４） 提出方法 持参又は郵送（郵送の場合は必着）

８ 資格審査

参加希望者が資格要件を満たしているかについて審査し、参加資格の結果について、令和５年

１０月１６日（月）に参加資格審査結果通知書（様式第２号）により、参加希望者に通知する。

９ 辞退届

参加申込書（様式第１号）を提出後に参加を辞退する場合には、持参又は郵送のいずれかで、

プロポーザル参加辞退届（様式第３号）を速やかに提出すること。

10 質問票の提出及び回答

本プロポーザルに関する質問は、質問票（様式第４号）に記載し、次のとおり提出する。なお、

質問に対する回答は、参加者全員に対して、令和５年１０月２５日（水）午後５時までに電子メー

ル又はＦＡＸにより行う。

（１） 受付期限 令和５年１０月２３日（月） 午後５時まで

（２） 提出場所 あきる野市子ども家庭部子ども政策課児童館係

（３） 提出方法 電子メール又はＦＡＸ

11 提出書類の作成及び提出

参加申込書（様式第１号）等の提出後、企画提案書等の書類を次のとおり提出すること。

書類名
提出

部数
記載内容等

1 参加申込書（様式第１号）
正本

１部

2 法人等概要書
正本

１部

3 法人等のパンフレット １部 最新のもの

4 法人等履歴事項全部証明書
原本

１部
応募申込日から３か月以内に発行されたもの

5 受託実績確認書（様式第６号）
正本

１部
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（１） 提出書類について

（２） 注意事項

ア 目次及びページ数を付し、用紙はＡ４判用紙を使用すること。

イ 副本については、参加者を特定できる情報は除外すること。

ウ 提出書類の内容変更は不可とする。

（３） 提出期限等

ア 提出期限 令和５年１１月２日（木） 午後５時まで

イ 提出場所 あきる野市子ども家庭部子ども政策課児童館係

ウ 提出方法 持参又は郵送（郵送の場合は必着）

12 審査方法

本プロポーザルの審査は、本プロポーザルのために組織された審査委員会において、提出された

書類名
提出

部数
記載内容等

1 企画提案書（自由様式）

正本

１部

・

副本

５部

「12 審査方法（１）審査基準及び配点（イ）

企画提案内容・ヒアリング」の 1から 8まで

の評価内容及び評価観点に基づき作成する

こと。

作成に当たっては、表紙を含めてＡ４判用紙

両面（文字は１１ポイント程度）１０枚以内

（裏表２０枚以内）で簡潔にまとめること。

また、項目ごとにインデックスを貼るなどし

て見やすいものとすること。

2
機能確認書（様式第７

号）
６部

「回答」欄に、○（標準機能として実装して

おり、運用実績がある）、△（代替提案・機能

追加で対応可能）、×（対応不可）を記載する

こと。また、△の場合は、代替提案等を「説

明・備考」欄に記載すること。

3 見積書（自由様式） 各１

部

①システム導入に係る経費

・ 仕様書及び機能確認書（様式第７号）に

記載した内容を踏まえ、必要経費、積算内

訳を記載すること。

・ 提案限度額 4,092,000 円

②システム稼働に係る利用料、保守費等

・ 運用開始後（令和６年４月以降）の必要

経費、積算内訳を記載すること。

・ 提案限度額 10,550,100 円（５年間の総

額）
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企画提案書等について、プレゼンテーション及びヒアリングによる審査を行い、最高得点を得た事

業者を受託候補者に特定する。

（１） 審査基準及び配点

評価内容 評価観点 配点

（ア）

機能

確認書

1 入退室管理機能

・ 「機能確認書（様式第７号）」の項目の機能が

備わっているか

○＝5点

△＝3点

×＝0点

180

2 連絡メッセージ機能

3 保護者連絡機能

4 予定実績管理機能

5 イベント管理機能

6 管理機能・本部機能

7 保護者登録

（イ）

企画提案

内容・ヒアリ

ング

1 事業者概要
・ 会社の規模、経営状況、実施している事業内

容等
20

2 システムの概要

・ 導入するシステムの概要、性能及び体系

・ 導入する機器の内容

・ 主な導入実績等

30

3 システム利用方法
・ 管理者、各学童クラブ職員、保護者の操作

方法等
30

4 システム運用支援

・ 管理者、各学童クラブ職員への操作研修

・ 利用児童情報の登録支援

・ マニュアルの作成

・ 問合せ対応等

30

5 保守体制
・ 故障や通信障害発生時の保守内容、

対応等
20

6 セキュリティ対策
・ 導入するシステム及びデータセンターに備

えられている情報セキュリティ対策等
30

7 スケジュール ・ 運用開始までのスケジュール 10

8 自由提案 ・ 利用者の利便性向上に資する提案等 10

9 プレゼンテーション
・ 説明の分かりやすさ

・ 質問への対応等
10

（ウ）

価格点

10 価格（導入に係る経費）
・ 配点（10 点）×（最低提案見積額÷提案見

積額）
10

11
価格（システム稼働に係

る利用料、保守費等）

・ 配点（20 点）×（最低提案見積額÷提案見

積額）
20

合計 400
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（２） 評価係数

※ 価格点以外の採点は、配点に評価係数を乗じて行う。評価係数は、審査事項に対する５

段階の評価に応じて決定する。

（３） 評価・採点の留意事項

ア 提出書類が期限までに提出されなかった場合又は提出書類に虚偽の記載をした場合は、

失格とする。

イ 最高得点を取得した者が２者以上ある場合は、提案額の低い者を上位とする。なお、提

案額が同じ場合は、くじにより順位を決定する。

ウ 出席した審査委員の評価点を合計した点数を、出席した審査委員の数で割った点数が満

点の５分の３に満たない参加者は、受託候補者として特定しない。

エ 審査委員会における審査の内容は公表せず、異議申立ては受け付けないものとする。ま

た、不正行為又は虚偽の記載があった場合は失格とし、選考対象から除外する。

13 審査（プレゼンテーション・ヒアリング）の実施

（１） 開 催 日 令和５年１１月１４日（火）

（２） 開始時間 後日通知する。

（３） 場所 あきる野市役所庁舎内を予定

（４） 所要時間 １事業者につき、４０分程度

（５） 内容

説明（３０分以内）及び質疑応答（１０分程度）

（６） 説明者

企画提案書の説明及び質疑応答は、本事業の担当予定者が行うものとし、会場に入室でき

るのは３人までとする。

（７） 機器の使用

説明の際は、デモ機を用意し、実際に使用する機器やシステムの画面を示して説明を行う

ものとする。入退室時の一連の流れ、システムへの反映状況等を機器を用いて説明すること。

プロジェクター、スクリーン、電源、HDMI ケーブル等は市で用意するが、パソコン及びネ

ットワーク接続（インターネット環境）は確保しないので、必要に応じて準備すること。ま

た、事前に機器の確認を希望する場合は、あらかじめ市に連絡をすること。

（８） 集合時間

参加者ごとの集合時間等は、追って通知する。

評価 基準 評価係数

5 特に優れている 1

4 優れている 0.8

3 標準 0.6

2 やや劣っている 0.4

1 劣っている 0.2
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14 審査結果の通知及び公表

プロポーザル参加者全員に対し、審査委員会において審査した結果をプロポーザル審査結果

通知書（様式第５号）により通知する。

審査結果については、受託候補者として特定した者の名称及び点数並びに参加した事業者の点数

（事業者名は非公表）をあきる野市ホームページで公表する。なお、審査委員会における審議の内

容は、非公表とする。

15 契約の締結

受託候補者の特定後、速やかに手続を行い、契約を締結する。また、仕様書の内容については、

提案された内容を踏まえるなど、市との協議により内容を一部変更した上で、契約を締結すること

がある。

なお、契約に当たっては、改めて見積書を市の契約担当部署に提出するものとする。

16 その他留意事項

（１） 本プロポーザルの参加に係る全ての費用は、プロポーザル参加者の負担とする。

（２） 提出期限以降における提出書類（企画提案書等）の修正及び変更は、認めないものとする。

ただし、やむを得ない理由により、修正又は変更が生じた場合で、あきる野市が承諾した

ときは、この限りではない。

（３） 提出書類に虚偽の記載をした場合は、提出書類を無効とするとともに、あきる野市競争入

札参加資格者指名停止基準に基づき、指名停止措置を行うものとする。

（４） 提出書類の返却は行わないものとする。

（５） 提出された企画提案書等は、あきる野市情報公開条例（平成９年あきる野市条例第１７号）

に基づき、情報公開請求の対象となる。ただし、受託候補者の特定に影響が出るおそれのあ

る情報については、受託候補者として特定した者との契約締結後の公開とする。

（６） 提出書類で用いる言語は、日本語とし、通貨は、日本円を用いること。

17 本プロポーザルに係る問合せ先

あきる野市子ども家庭部子ども政策課児童館係

所 在 地：〒１９７－０８１４ あきる野市二宮３５０番地

電 話 番 号：０４２－５５８－１２５０（直通）

Ｆ Ａ Ｘ 番 号：０４２－５５８－１１１７

メールアドレス：130101@akiruno-info.tokyo.jp

mailto:130101@akiruno-info.tokyo.jp

